
資料３
「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」の概要について

１．目的（第１条）

モノ作りを支える中小企業が、我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の

創出にとって必要不可欠な存在であることにかんがみ、中小企業の担うモノ作り

基盤技術の研究開発及びその成果の利用への支援を通じて、その高度化を図り、

もって国民経済の健全な発展へ寄与することを目的とする。

２．施策体系

(1) 特定ものづくり基盤技術の指定（第２条）

ものづくり基盤技術振興基本法に規定するものづくり基盤技術のうち、主と

して中小企業が担い、その高度化が我が国製造業の国際競争力強化・新たな事

「 」 。 、業の創出に資するものを 特定ものづくり基盤技術 として指定 具体的には

、 、 、 、 。 、鋳造 鍛造 めっき 金型 組込ソフト等に係る技術を現時点では想定 また

技術は必要に応じて追加的に指定する。

(2) 特定ものづくり基盤技術指針の策定（第３条）

鋳造、鍛造、めっき等の特定ものづくり基盤技術に関する指針を策定。当該

技術が多様な分野にわたる我が国製造業を支えている現状とその重要性を明示

するとともに、個別の技術分野ごとに、市場に近い需要家企業群のニーズに対

応した技術開発の方向性、技術が適用出来る様々な事業分野、人材育成・知的

資産の活用・望ましい取引慣行等に関する事項を記載。いわば、特定ものづく

り基盤技術に関わる産業の高度化戦略・将来ビジョンとして位置づけられるも

の。

(3) 特定ものづくり基盤技術研究開発等計画の作成・認定（第４条）

中小企業者は、単独で、または共同で特定ものづくり基盤技術に関する研究

開発及びその成果の利用に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける

ことが可能。また、マーケットに近い事業者との連携・協力の重要性等にかん

がみ、大企業を含む他の事業者等を計画作成の協力者とすることが可能。

(4) 各種支援措置

①資金調達支援

１）信用保険法の特例（第７条）

認定計画に従った事業の実施に要する資金の融通を円滑化するため、中

小企業信用保険の特例措置を講じ、普通保険等の別枠化、新事業開拓保険



の限度額引き上げを行う。

２）投資育成株式会社法の特例（第８条）

資本金３億円超の中小企業が認定計画に従った事業を行う場合等の資金

調達の円滑化を図るため、中小企業投資育成株式会社法の特例措置を講じ

る。

②知的財産権利化支援（第９条）

○審査請求料・特許料の減免

認定計画に従った事業の成果としての発明を特許権化する場合に、審査

請求料及び特許料（１～６年分）を減額するための特例措置を講じる。

(5) 関連施策の推進（第１０条）

中小企業における特定ものづくり基盤技術の高度化を促進するため、国は以

下の関連施策を総合的に推進する。

①大学・高等専門学校等との連携協力の円滑化

製造中核人材育成事業の推進、専門職大学院・高専等の教育機関との連携

促進等を図り、ものづくりに関する人材育成に努める。

②知的財産の適切な保護及び活用

特許料等の減免措置に加えて、知的財産権利化支援の予算措置や知的財産

の活用ノウハウ等を普及させるセミナーの開催等を行う。また、知的財産取

得・管理指針の普及、営業秘密管理指針の周知を図る。

③研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善

技術開発に抑制的に作用する恐れのある取引慣行について技術別指針で改

善の必要性を記述することや、下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用等を

通じて、望ましい取引慣行の実現を図る。

３．審議経過

(1) 衆議院

○平成18年３月14日 衆議院経済産業委員会参考人質疑

○平成18年３月17日 衆議院経済産業委員会審議①

○平成18年３月22日 衆議院経済産業委員会審議②

○平成18年３月23日 衆議院本会議可決

(2) 参議院

○平成18年４月13日 参議院経済産業委員会参考人質疑

○平成18年４月18日 参議院経済産業委員会審議

○平成18年４月19日 参議院本会議可決



資料３（別添）
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の概要

３．特定研究開発等計画の作成・認定申請
・中小企業が特定研究開発等計画（研究開発及び成果の利用）
を作成し、経済産業大臣に認定申請

２．特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定

４．支援措置
・中小企業信用保険法の特例（普通保険等の別枠化、新事業開拓保険の限度額拡大）
・中小企業投資育成株式会社法の特例（投資対象中小企業の範囲の拡大）
・特許料等の特例（特許登録料及び特許審査請求料の負担軽減）

○経済産業大臣が製造業を所管する大臣に協議するとともに
中小企業政策審議会の意見を聴いて策定
【指針に規定する事項】
①特定ものづくり基盤技術に関する基本的な事項
（高度化の必要性などの基本的な考え方）
②特定ものづくり基盤技術ごとに次に掲げる事項
・研究開発等の内容に関する事項
・研究開発等の実施方法に関する事項
・研究開発等の実施に当たって配慮すべき事項

計画の記載事項
①目標
②内容及び実施時期
③協力者とその協力の内容
④計画を実施するために必
要な資金の額及びその調
達方法

目的：我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るため、

中小企業が担う特定ものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発及び

その成果の利用を支援する。

１．特定ものづくり基盤技術の指定

○経済産業大臣が製造業を所管する大臣に協議するとともに中小企業政策審議会

の意見を聴いて指定

【指定の要件】（①、②及び③のすべての要件を満たすもの）

①ものづくり基盤技術振興基本法第２条第１項に規定するものづくり基盤技術

②その技術を用いて行う事業活動の相当部分が中小企業によって行われているもの

③我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するもの

経済産業大臣が特定ものづくり基盤技術高度化指針
に照らし認定


